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文部科学省や栃木県の食物アレルギー対応マニュアルとの整合性を図るため、野木町の「学

校給食における食物アレルギー対応マニュアル」が改訂されました。一部を紹介します。

●安全性確保のため、原因食物の完全除去対応（提供するかしないか）を原則とします。

※多段階対応は行わない。

※多段階対応とは、個人の食べられる範囲に応じて対応すること。

卵を例にすると、（１）完全除去、（２）少量可、（３）加工食品可など、様々なレベルの対応

●最低年１回は医療機関を受診し、医師の診断、指示に基づいたアレルギー対応を実施すること

を原則としています。。

●下記の１２品目については、学校給食では提供しませんが、校外学習等で配慮が必要となるた

め、毎年１回は医療機関を受診することをお願いしています。

そば、落花生、生卵、生魚、生肉、生ヤマイモ、生魚卵、キウイフルーツ、くるみ、カシューナッツ、

あわび、まつたけ


